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平成21年2月9日
総務省総合通信基盤局

電気通信事案部

料金サービス課 御中
在日米国商工会維所

情報通信技術委員会

謹啓 貴殿におかれましてはますますこ,1梓のこととお慶び申し上げます｡

さて､平成21年 1月9日付けで公表され言した､ ｢電気通信市場の環境変化に対応した接

続ル-ルの在り方に的する提案募集｣に関し､別紙のとおり意見を提出いたしますので.

よろしくご査収 ください｡

I-ご不明な点などL'ざいましたら､渉外室

以上,よろしくお願い申し上げます` 謹白

までご連絡くださいませO
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竃気運借市境の環境 変化に対応 した

捨紡ルールの在 り方 に関する漣某募集 

[意見要旨コ 

ACCJは､電気通信諾続ルール-の提案を行 う機会をいただいたことに深く感

謝 します｡ 環在インターネット経済の包括的な報告署を作成 しており､この

領域においては 3つの主要な原月肌こ重点を置くことが重要であると信 じていま

す｡それは､マーケットペースのメカニズム､公正な餅争条件､そして､透明

性です｡



提案書

平成 21年2月9日

総務省総合通信基盤局

電気通信事業部料金サ-ビス課 御中

〒106･口041

東京都港区麻布台 2-4-5

メソニック 39MTビル1 0僻

在日米国商工会

情報遺信技術委

鳩 気準借市場の環境変化に対応した接続J L･-ルの在り方に関する提案赤黒Jに関し､

別紙のとおり提案します｡ 

ACCJは.電気通信接続ルールへの提案を行う機会をいただいたことに深 (感謝します｡

現在インターネット経済の包括的な報告雷を作成しており､この領域においては 3つの

主要な原則に重点を置くことが重要であると信 じています｡それは､マ-ケットベース

のメカニズム､公正な競争条件､そして､透明性です｡ 

1･モJ tイル市場の公正政争可境の牢博

仮想移動体通信事票者 (MVNO)が日本市部こなかな油､食い込むことができない原鼠と

して.既存の携帯宅話ネットワーク､そしてアンテナを大量のデータが利用できないこ

とにあると考えます｡ 公正な競争条件の不足､そして市場ベースのメカニズムを望む

私たちの期待に反する現状の問矧 こ員を向け､ACC3は既存の倭位な適作事案者に対し､

一定の割合におけるトラフィックの大規模購買については安価に席人ができるように

要請します｡ 

ACCJはテレコミュニケーションにおける平等在京争条件に深い朗心を持っています｡

親制等局による牡続的な取組みにもかかわらず _平等な競争条件はまだ達成されていま

せん,これは捷帯電話と固定電話との通信における価格設定を見れば明らかです｡日本

での携帯通話は.まだ非常に高価であって､米国への通話においては 10-15倍となって

おり､読争を制限する価格横道であると言わざるを得ません｡AC C3は携帯電話におけ

る国内通話の価格を国内通話の経緯料金だけに設定するよう要請し､早急に撤去するこ

とを樟典します｡
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これによって市場ベースのメカニズムは棒能 し､適正価格とは何であるかの決定夢画と


なるインフラサービスが､直接そのコスト (ほほ7 0%以上)と関係ないが､代わりに


他のオペレーションコストに関連してくることを控めさせることができます｡大横桂姫


素において､ある得度のトラフjック･顧客を持たない通情事菜者は､帯域を失うリス


クを冒す可能性もでてき苦す｡
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2.固定ブロー ドバンド市場の公正放争】費珠の並傭


ファイバーにおける構内配線は､願客側は当然のように､第-種通信事業者のものでは


なく顧客の資産であると考えていると理解してい宕す｡よって､プロバイダを変更する


ときにおいて､他の工事が発生すべきではあり吉せん｡ドライカッパーについては.私


たちは 100%フアイ/ト の環境を奨励したいと考えているので､DSLに必要とされる銅


線の維持費用を第三者のプロバイダI =課金されるべきではないと考えますqその探金は.


公正ではなく､また非常にわかりにくい料金休系となってしまうためです｡


-般的に､消費者保護の観点から言えば､法的な契約者であるユ-ザは一人または二人

の代理人を置くことができるべきであると考え吉す｡これはインタ-ネットを使用する

環境で行われるビジネスにおいては.硬軟のテクニカルコンタクトあるいはナドミンコ

ンタクトを置くことは既にあたりまえのことであると考えます｡DS Lにおいて､なぜこ

の方法が機能しなかったのか疑問である｡ 
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3.逓倍プラットフォーム市埠 ･コンテンツ配信市場への番人促進のための公正

鹿争耳珠の並傭
 

(特にコメントはあり章せん)
 

4･固定速借と移出速借の融合時代軌 こおける捷8 %ルーJIの在り方

既存のネットワークインフラの利用促進を行うためには､サービスプロバイダは,明確

で透明性のある方淀で､有効な周波数やダークファイバの設置状況についての情報を入

手できるべきですOさらに､事業継続と災富復旧計画のために顧客に最もよい情報をJ Ei

供するためには､ネットワーク縫路の暗中が公的に利用可能であるべきであると考えま

すb顧客の視点から実際のケープリング律蕗を評価できるならば.より効果的な災害対

繁をとることができるでしょう, また.サービスプロバイダは災害同梓の偶発的な事

故から障害を防ぐことができるように備えなければなり吉せん.

私たちは.アンバンドルのインフラス トラクチャが MVNO市場と次世代ネットワーク提

供の両方の成功に重要であると考え吉す｡今日まで MVNOが成功していない点に関して 

2 
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は,サービスプpバイタがいかにインフラス トラクチャに基づいたサービスを提供する

ことに耕極的でなかったかを示しているでしょう｡ 
(

アメリカでMVO Jri oie 通借Nサービス提供を行っているV'gnMblは.大量の通話分数(

料)を購入することによって.顧客に安い卑語を提供していますが.同様のサービス提

供ができない理由が言ったくないように見辛 けちれます｡NGNへのアクセスは･公正～.∫

試争条件の重要性を断 定するべきであり､それに従って湧別されるべきです｡

最後に､ llビル&キープ方式〟の価値に関するACCJの懸念は次のとおりです｡ (a)通臆

事業者のインフラス トラクチャにおけるIP一ヽの一貫した変遷､その結果としての設備と

メンテナンスのコス ト削乱 (b)いくつかの事業者においては ｢オンネット｣遠さ舌をフ

リーで提供している事実や.固定電話-携帯屯話rplの最低通話料金を鑑みて､ 〝ビル&キ

ープ方式′′は効果的ではありませんし.他国に比べ高額な通信サービス料金を支払って

いる日本の消早着にとって不公平な費用となるでしょう｡
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